
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
施
行
令

内
閣
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
五
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
実
施
計
画
の
記
載
方
法
）

第
一
条
　
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
（
以
下
「
実

施
計
画
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
業
等
（
事
業
又
は
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
事
業
等
の
範
囲
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
旅
客
鉄
道
事
業
　
営
業
線
の
名
称
及
び
区
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

二
　
貨
物
鉄
道
事
業
　
営
業
線
の
名
称
及
び
区
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

三
　
連
絡
船
事
業
　
航
路
の
名
称
及
び
区
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

四
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
　
路
線
の
名
称
及
び
区
間
又
は
事
業
区
域
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
に
関
す
る
業
務
　
電
気
通
信
設
備
の
種
類
及
び
範
囲
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
処
理
に
関
す
る
業
務
　
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
情
報
の
処
理
を

行
う
シ
ス
テ
ム
の
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

七
　
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
　
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
つ
て
い
る
組

織
の
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

八
　
そ
の
他
の
事
業
等
　
当
該
事
業
等
の
種
類
に
応
じ
て
そ
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
適
切
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
等
の
種
類
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
等
の
種
類
の
区
分
を
更
に
細
分
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
実
施
計
画
の
う
ち
、
法
第
十
九
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
権
利
及
び
義
務
の
種
類
を
区
分
し
、
当
該
権
利
及
び
義
務
の
種
類
に
応
じ
て
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
産
及
び
債
務
に
あ
つ
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
会
計
規
程
に
基
づ
く
資
産
及
び
債
務
の
区
分
に
準
じ
て
区

分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
及
び
債
務
の
種
類
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
区
分
を
更
に
細
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
の
権
利
及
び
義
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

４
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
権
利
及
び
義
務
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
権
利
及
び
義
務
に
関
し
、
目
録
を
作
成
し
て
整
理
し
、
又
は
図
面
そ
の
他
の
書
面
を
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。

５
　
実
施
計
画
の
う
ち
、
法
第
十
九
条
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道

の
事
業
等
の
承
継
法
人
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
継
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
適
正
か
つ

円
滑
な
引
継
ぎ
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
計
画
の
記
載
に
当
た
つ
て
は
、
承
継
法
人
へ
の
日
本
国
有
鉄
道
の
事
業

等
の
引
継
ぎ
並
び
に
日
本
国
有
鉄
道
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
伴
う
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九

十
二
号
）
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

十
三
号
）
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
適

用
の
明
確
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
償
還
等
）

第
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
国
有
鉄
道
が
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い

う
。
）
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
償
還
額
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
子
の
支
払
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
払
期
日

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
が
定
め
る
債
務
を
公
団
が
償
還
し
、
又
は
当
該
債
務
に
係
る
利
子
を
公
団
が

支
払
う
場
合
に
お
け
る
債
務
の
償
還
額
及
び
利
子
の
支
払
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
払
期
日
（
公
団
が
、
支
払
に
関

す
る
事
務
を
委
託
し
た
金
融
機
関
に
対
し
こ
れ
ら
の
支
払
期
日
と
異
な
る
日
に
当
該
債
務
の
償
還
額
又
は
当
該
債

務
に
係
る
利
子
の
支
払
額
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
団
の
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務

に
係
る
利
子
の
支
払
に
係
る
手
数
料
並
び
に
当
該
償
還
に
係
る
公
告
に
要
す
る
費
用
と
し
、
こ
れ
ら
の
費
用
に
相

当
す
る
金
額
の
支
払
期
日
は
、
公
団
の
当
該
費
用
の
支
払
期
日
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
負
担
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
費
用
の
支
払
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
団
と
日
本
国
有
鉄
道
又
は
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
が
協

議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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